
 

 

 

 心身ともに不安定になりやすい産後の時期に、お母さんと赤ちゃんの健康を守り、健やかな育ち

を支援するため、産後ケア事業を実施しています。 

 「授乳が上手くいかない」「出産や育児の疲れで体調がすぐれない」など不安を抱えている方はご

相談下さい。 
 

◇利用できる方 下記①～③のいずれかに該当し、糸魚川市に住所がある産後１年未満の方 

①産後の心身の回復に不安がある方 

②授乳に関する悩みや乳房トラブルがある方 

③育児不安があり、育児指導を受けたい方 
 

◇主なサポート内容 

  

 

 

 

 

◇利用方法・実施施設・自己負担額等 

利用方法 実施施設等 利用可能な月

齢 

利用できる

期間 

自己負担額

（市の助成を

除いた額） 

備考 

宿泊型 糸魚川総合病院 

竹ケ花４５７－１ 

℡ 025-552-0280 

生後 4か月 

未満 

7日まで 

（1 泊 2 日

を「2日」と

カウントし

ます。） 

5,000円／日  

 

持ち物等は、 

糸魚川総合病

院のチラシを

ご確認くださ

い。 

通所型 糸魚川総合病院 

竹ケ花４５７－１ 

℡ 025-552-0280 

生後 4か月 

未満 

７回まで 無料 

訪問型 糸魚川総合病院 

℡ 025-552-0280 

 

生後 12 か月

未満 

５回まで 無料  

糸魚川産後ケアセンター 

La madre 

℡ 090-5819-7239 

在宅助産師 

 

※宿泊型、通所型では、別料金でアロマトリートメントを受けられます。詳しくは予約時に、 

糸魚川総合病院にご確認ください。 

※宿泊型の食事は、1食 640円の自己負担となります。 

 
 
 

申し込み方法は裏面→ 

  

お母さんや赤ちゃんの健康管理 

・乳房ケア（乳房マッサージ含む） 

・赤ちゃんの発育や発達の確認 など 

育児サポート 

・授乳指導、沐浴指導 

・育児相談 など 



 
 
 

◇申し込み方法 

 ①利用申請書の提出 

   申請書を市役所こども課（能生事務所、青海事務所も可）、糸魚川総合病院、または La madre 

に提出してください。 

 

 

 

 ②利用の決定 

   市は提出された申請書をもとに事業の利用の可否を決定し、『糸魚川市産後ケア事業利用承

認通知書』を申請者に送付します。 

 

 ③利用日程等の調整 

宿泊型・通所型：利用決定後に、糸魚川総合病院に電話予約をしてください。 

訪問型：利用決定後に、訪問担当者（助産師等）が利用者に連絡をします。訪問担当者と日時 

を相談してください。 
 
 
 

◇問合せ先   

糸魚川市教育委員会事務局 こども課 こども支援室 親子健康係 

                      電話 025-552-1511（代表） 

  

※申請書はこども課、各事務所、糸魚川総合病院、 

及び La madreにあります。 

（市ホームページからもダウンロードできます。） 



 

  



 

  



 

  



 


